
 

                  平成 31 年第 3 回富士見市農業委員会総会議事録 
 

 

 開催年月日  平成３ １ 年３ 月２ ５ 日（ 月）   

 

 開 催 場 所   市役所 全員協議会室 

 

 開 会 時 刻   午後  １ ３ 時４ ５ 分 

 

 閉 会 時 刻   午後  １ ５ 時１ ０ 分 

 

 議     長   会 長  田 中 正 仲 

 

 委員出席状況 

議席番号 氏     名 出欠  議席番号 氏      名 出欠 

  １ 番 田 中 金 治 出   ８ 番 星 野 次 男 出 

  ２ 番 萩 元 不二夫 出   ９ 番 木 村   進 出 

  ３ 番 高 橋 英 雄 出  １ ０ 番 鴻 村 正 春 出 

  ４ 番 細 田   勉 出  １ １ 番 田 中 正 仲 出 

  ５ 番 内 田 文 男 出  １ ２ 番 渋 谷 貞 男 出 

  ６ 番 栗 原   実 出  １ ３ 番 長 堀   進 出 

  ７ 番 梶   茂 樹 出  １ ４ 番 丸 山 隆 一 出 

     出   席   １ ４ 名      欠   席    ０ 名    

 

農地利用最適化推進委員出席状況 

担当区域 氏     名 出欠 担当区域 氏      名   出欠  

水谷１  増田 清次 出 南畑１  新井  稔 出 

水谷２  船津 晴一 出 南畑２  清水 登與雄 出 

鶴瀬１  金子 禮司 出 南畑３  栁下 春良 出 

鶴瀬２  桑原 福治 出       

     出   席     ７ 名      欠   席    ０ 名    

 

 職務のため出席した事務局職員 

 

  事務局長   嶋 田 幹 雄  事務局次長   池 上 和 也  

  事務局主査   吉 野 武 明  事務局主任    荒 木  貢  

 

 



  

 富士見市農業委員会総会会議規則第４ 条によ り 会長が議長になり 議事を進行した。  

  

日 程 第 １   議事録署名委員の指名 

   議長は、 指名によ り 推薦し たい旨諮ったと こ ろ、 全委員の賛同を得たため、 次の

者を指名する 。  

４  番  細 田   勉 委員 

５  番  内 田 文 男 委員 

６  番  栗 原   実 委員 

         

    

    

日 程 第 ２   議     事 

第１ 号議案 農地法第５ 条第１ 項の規定によ る許可申請について  

○ 議長は、 農地法第５ 条第１ 項の規定によ る許可申請２ 件を議題と し て上程し 、 事務局 

の説明の後、 委員によ る調査結果の報告を求め、 全委員に諮り 、 農地転用基準に照ら し

適当である と し た。  

 

○議案第１ －１  

（ 事務局説明）  

申請目的「 自己用住宅敷地」 の案件でございます。  

「 立地基準」  

  ・ 農地が河川、 県道、 住宅等によ り 分断さ れており 、 一団の農地規模が概ね１ ０ ヘ

ク タール未満の区域内である こ と から 、 第２ 種農地と 判断さ れます。  

「 一般基準」  

  ・ 盛土、 切土なし 。  

  ・ 隣地境界にはコンク リ ート ブロ ッ ク ２ ～３ 段積を設置。  

・ 汚水、 雑排水については公共下水道管に接続、 雨水排水については浸透ト レンチ

によ り 敷地内処理をし ます。  

・ 隣地は譲渡人の所有地のため「 転用計画についての同意書」 はございません。  

・ 改良区には該当しており ません。  

・ 資金については、 融資で対応する こ と と し ており 、 「 住宅ローン事前審査結果通

知書」 が提出さ れており ます。  

 

（ 担当委員の補足説明）  

  現地調査の結果、 事務局説明のと おり ですので、 よ ろし く お願いし ます。  

 

○議案第１ －２  

（ 事務局説明）  

申請目的「 自己用住宅敷地」 の案件でございます。  



「 立地基準」  

・ 申請地の前面道路に上・ 下水道管の２ 種類が埋設さ れており 、 かつ５ ０ ０ ｍ以内

に南畑小学校及び南畑幼稚園の２ 以上の教育施設がある こ と から 、 第３ 種農地と

判断さ れます。  

「 一般基準」  

  ・ 盛土、 切土なし 。  

・ 隣地境界にはコンク リ ート ブロ ッ ク １ 段積を設置。  

  ・ 汚水、 雑排水については公共下水道管に接続、 雨水排水については浸透ト レンチ

によ り 敷地内処理をし ます。  

・ 隣地は譲渡人の所有地のため「 転用計画についての同意書」 はございません。  

・ 改良区には該当しており ません。  

・ 資金については、 融資で対応する こ と と し ており 、 「 住宅ローン事前審査結果通

知書」 が提出さ れており ます。  

 

（ 担当委員の補足説明）  

  現地調査の結果、 事務局説明のと おり ですので、 よ ろし く お願いし ます。  

 

 

第２ 号議案 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について  

○議長は、 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認１ 件を議題と し て上程  

し 、 事務局の説明の後、 委員によ る調査結果の報告を求め、 全委員に諮り 、 全て農地の

利用状況の区分は、 「 自ら 所有し 、 自ら 農地と し て使用している 。 」 と 承認さ れた。  

 

○議案第２ －１  

（ 事務局説明）  

本件は、 平成１ １ 年に相続税の納税猶予の特例の適用を受けている農地について、 免

除と する期日が平成３ ２ 年の３ 月と なっており ますこ と から 、 農地と し て適正に利用さ

れているか否かについて、 川越税務署よ り 現地の利用状況の確認調査を求められている

も のの案件でございます。  

事務局において、 利用状況確認書に記載さ れた農地２ ０ 筆１ ４ ， ４ ２ ４ ㎡について、

３ 月１ １ 日に調査、 確認した結果、 いずれも 農地と し て利用さ れている こ と を報告いた

し ます。  

 

（ 担当委員から の説明）  

 所有者を訪問してお話し を伺い、 現地確認し まし たと こ ろ、 ご自身で耕作し農地と し

て管理さ れている こ と を確認し まし た。  

 

 

第３ 号議案 農業経営基盤強化促進法第１ ８ 条第１ 項の規定に基づく 農用地利用集積計

画の決定について  



○議長は、 農用地利用集積計画の決定について１ 件を議題と し て上程し 、 事務局の説明

の後、 委員によ る調査結果の報告を求め、 全委員に諮り 決定さ れた。  

 

○議案第３ －１  

（ 事務局説明）  

  ・ 利用権の種類 賃貸借  ・ 借賃 10,000 円／10a 

・ 土地利用の内容 畑  

  ・ 設定の期間 平成 31 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日まで  

  ・ 農業塾の研修農地と し て使用 

 

 

第４ 号議案 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の規定に基づく 事業計画について  

○議長は、 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の規定に基づく 事業計画について１ 件

を議題と し て上程し 、 事務局の説明の後、 委員によ る調査結果の報告を求め、 全委員に

諮り 、 全委員の賛成によ り 原案のと おり 決定さ れた。  

 

○議案第４ －１  

（ 事務局説明）  

「 申請地」 …申請地の位置をご確認く ださ い。 現地については３ 月１ ３ 日に確認し 、 適

正に管理さ れていまし た。  

「 都市農地貸借円滑化法第４ 条第３ 項各号の要件について」  

①法第４ 条第３ 項本文（ 農作業常時従事要件）  

・ 従事人数…世帯員２ 名 

・ 本人、 妻…各２ ７ ０ 日 

②法第４ 条第３ 項第１ 号 

（ 申請者）  

・ 農産物の５ 割以上を市内及び隣接する区域内に対して販売する 。  

・ 農産物残さ や農業資材などを放置せず取り 組んでいく 。  

（ 所有者）  

・ 周辺の農地等に配慮した耕作等の状況を見回り 、 確認する 。  

③法第４ 条第３ 項第２ 号（ 地域と の調和要件）  

・ 申請地は周辺と 同様の方法で管理するため周辺の事業への適正な配慮を行い。 また

農薬の使用方法については、 地域で行っている防除を参考にして行います。  

④法第４ 条第３ 項第３ 号（ 全部効率利用要件）  

・ 所有農地営農状況…所有農地（ 所有地１ １ ， ５ ２ ３ ㎡、 借入地０ ㎡） については適

正に管理さ れている 。  

・ 農機具所有状況…ト ラ ク ター1、 ト ラ ッ ク 3 

・ 従事人数…世帯員２ 名 

・ 申請地までの通作距離…５ ０ ｍ  

以上都市農地貸借円滑化法第４ 条第３ 項各号の要件をすべて満たし ている と 考えます。



事務局から は以上です。  

（ 担当委員から の説明）  

3 月 22 日に申請者を訪問し 、 現地を確認し まし た。 申請者は隣接地を所有しており 地域

でも 一生懸命農業経営をさ れています。 年間を通じ直売や市内青果店へおろし ており 、

問題ないと 思われます。  

 

 

第５ 号議案 農地利用最適化推進委員選考会の開催について  

○議長は、 農地利用最適化推進委員選考会を下記のと おり 開催し てよ いか議題と し て上

程し 、 事務局の説明のあと 、 全委員に諮り 承認さ れた。  

「 農地利用最適化推進委員選考会」  

日時／平成３ １ 年３ 月２ ５ 日（ 金）  定例総会終了後 

場所／市役所 全員協議会室 

内容／農地利用最適化推進委員の選考について  

選考委員／農業委員会委員、 農地利用最適化推進委員（ 自己、 同居の親族、 配偶者に関

する事項については参与不可と する 。 ）  

議長／農業委員会長 

選考方法／（ 1） 候補者１ 名ごと に応募書類等から 農地利用最適化推進委員と し て資格を

有するか審議。 （ 2） 出席委員の挙手過半数以上で適任者と し 、 最終候補者と する 。  

会議の公開・ 非公開／非公開 

 

第６ 号議案 農業委員会事務局職員の任免について  

○議長は、 農業委員会事務局職員の任免について議題と し て上程し 、 事務局の説明の後、  

全委員に諮り 、 全委員の賛成によ り 原案のと おり 決定さ れた。  

（ 事務局説明）  

本件につきまし ては、 平成 31 年 3 月 31 日付けで嶋田事務局長が退職さ れるため事務局

の職を解く こ と 。 及び平成 31 年 4 月 1 日付けで新たに事務局長と し て谷合課長を任命し

よ う と する も のです。  

 

第７ 号議案  生産緑地の取得の斡旋について  

○議長は、 生産緑地の取得の斡旋１ 件を議題と し て上程し 、 事務局の説明の後、 斡旋が

ある場合には、 事務局へ申し出る こ と と し た。  

（ 事務局説明）  

本件、 ７ －１ につきまし ては以前総会において主たる従事者の死亡によ り 「 生産緑地

に係る農業従事者証明」 について審議・ 承認いただいた案件に関しての斡旋でございま

す。 その後、 市に対して生産緑地の買取申出があり まし たが、 市では買取り 予定がない

ため富士見市長よ り 「 生産緑地の取得の斡旋について（ 依頼） 」 がございまし た。 皆様

には、 ４ 月２ ４ 日までに営農希望者へ取得の斡旋をよろし く お願いいたし ます。  

 

 



日 程 第 ３    専決処理報告 

１ ． 農地法第４ 条及び第５ 条の規定によ る農地転用届出について、 富士見市農業委員会

会長専決規定第３ 条に基づく 専決処分状況報告を事務局よ り 次のと おり 行った。  

  （ 専決の期間 平成３ １ 年２ 月１ ９ 日から 平成３ １ 年３ 月１ ８ 日まで）  

（ １ ） 農地法第４ 条第１ 項第７ 号の規定によ る届出          ４ 件 

（ ２ ） 農地法第５ 条第１ 項第６ 号の規定によ る届出          ２ 件 

 

 

日 程 第 ４    協 議 報 告 事 項 

１ ．  平成 31 年度の目標及びその達成に向けた活動計画（ 案） と 平成 30 年度の目標及

びその達成に向けた活動点検・ 評価（ 案） について  

２ ．  その他 

 

 

 

 
 

 議長は、 平成３ １ 年第３ 回富士見市農業委員会総会の閉会を宣言する 。  

  

 

 上記会議の顛末を記載し 、 その相違ないこ と を証するためこ こ に署名する 。  

 

 

平成３ １ 年３ 月２ ５ 日 

 

        議  長 

 

                              

          ４  番 

                                  

 

         ５  番 

                                  

 

         ６  番   

                                  

 


